
▽
日
時
　
８
月
28
日
㈮
　
午
前
10
時

　
〜
11
時

▽
場
所
　
秋
川
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

▽
内
容
　
楽
器
を
使
っ
て
親
子
で
楽

　
し
く
遊
ぶ

▽
講
師
　
吉
野
良
子
さ
ん
︵
音
楽
療

　
法
士
︶

▽
対
象
　
１
歳
・
２
歳
の
子
ど
も
と

　
そ
の
保
護
者

▽
定
員
　
20
組
︵
申
込
み
順
︶

▽
日
時
　
８
月
29
日
㈯
　
午
後
６
時

　
30
分
〜
８
時
30
分
︵
荒
天
の
場
合

　
は
30
日
㈰
に
順
延
︶

▽
場
所
　
旧
市
倉
家
住
宅

※
車
で
の
来
館
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

▽
内
容
　
市
民
解
説
員
に
よ
る
昔
ば

　
な
し
の
語
り
と
ピ
ア
ノ
と
フ
ル
ー

　
ト
に
よ
る
ミ
ニ
コ
ン
サ
ー
ト
を
実

▽
費
用
　
無
料

▽
申
込
み
方
法
　
８
月
17
日
㈪
か
ら

　
電
話
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

▽
申
込
み
・
問
合
せ
　
子
ど
も
家
庭

　
支
援
セ
ン
タ
ー
︵
☎
５
５
０
・
３

　
３
１
３
︶

　
施
し
ま
す
。

　●

楽
し
い
昔
ば
な
し
・
語
り
…
﹁
お

　
ん
ち
ょ
ろ
ち
ょ
ろ
﹂
﹁
も
ん
じ
ゃ

　
の
吉
・
山
賊
退
治
﹂
ほ
か

　●

ミ
ニ
コ
ン
サ
ー
ト
…
関
裕
子
︵
ピ

　
ア
ノ
︶、村
野
直
子
︵
フ
ル
ー
ト
︶

▽
そ
の
他
　
事
前
の
申
込
み
は
不
要

　
で
す
。

▽
期
日
　
８
月
29
日
㈯
︵
荒
天
の
場

　
合
は
30
日
㈰
に
順
延
︶

▽
開
館
時
間
　
午
前
９
時
30
分
〜
午

　
後
９
時
30
分

▽
対
象
　
五
日
市
郷
土
館
、
旧
市
倉

　
家
住
宅

▽
日
時
　
９
月
１
日
㈫
　
午
前
10
時

　
〜
11
時

▽
場
所
　
秋
川
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

▽
内
容
　
親
子
で
音
楽
に
合
わ
せ
て

　
体
を
動
か
す

▽
講
師
　
髙
岸
祐
幸
さ
ん
︵
ア
ス
ポ

　
ル
ト
指
導
員
︶

▽
対
象
　
２
歳
・
３
歳
の
子
ど
も
と

　
そ
の
保
護
者

▽
定
員
　
20
組
︵
申
込
み
順
︶

▽
持
ち
物
な
ど
　
水
分
補
給
で
き
る

　
も
の
、
親
子
と
も
動
き
や
す
い
服

　
装

▽
費
用
　
無
料

▽
申
込
み
方
法
　
８
月
17
日
㈪
か
ら

　
電
話
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

▽
申
込
み
・
問
合
せ
　
子
ど
も
家
庭

　
支
援
セ
ン
タ
ー
︵
☎
５
５
０
・
３

　
３
１
３
︶

▽
日
時
　
９
月
８
日
・
29
日
、
10
月

　
13
日
の
火
曜
日
︵
全
３
回
︶
　
午

　
前
10
時
〜
11
時
15
分

▽
場
所
　
中
央
公
民
館

▽
内
容
　
初
め
て
の
赤
ち
ゃ
ん
の
育

　
児
や
絵
本
の
読
み
聞
か
せ
、
お
母

　
さ
ん
の
食
事
や
お
友
だ
ち
づ
く
り

▽
講
師
　
保
健
師
、
図
書
館
司
書
、

　
管
理
栄
養
士

▽
対
象
　
第
１
子
で
生
後
３
か
月
か

　
ら
５
か
月
ま
で
の
子
ど
も
と
そ
の

　
母
親

▽
定
員
　
15
組
︵
申
込
み
順
︶

▽
持
ち
物
　
バ
ス
タ
オ
ル

▽
費
用
　
無
料

▽
申
込
み
・
問
合
せ
　
子
ど
も
家
庭

　
支
援
セ
ン
タ
ー
︵
☎
５
５
０
・
３

　
３
１
３
︶

▽
ご
っ
く
ん
コ
ー
ス

　●

日
時
…
９
月
24
日
㈭
　
午
前
10
時

　
15
分
〜
11
時
15
分
︵
10
時
か
ら
受

　
付
︶

　●

場
所
…
あ
き
る
野
保
健
相
談
所

　●

内
容
…
離
乳
食
の
開
始
時
期
と
進

　
め
方
、
離
乳
食
作
り
の
実
演
と
試

　
食

　●

対
象
…
お
お
む
ね
４
か
月
か
ら
６

　
か
月
ま
で
の
子
ど
も
の
保
護
者

　●

定
員
…
12
人
︵
申
込
み
順
︶

▽
ぱ
く
ぱ
く
コ
ー
ス

　●

日
時
…
９
月
25
日
㈮
　
午
前
10
時

　
15
分
〜
11
時
15
分
︵
10
時
か
ら
受

　
付
︶

　●

場
所
…
あ
き
る
野
保
健
相
談
所

　●

内
容
…
幼
児
の
食
生
活
の
基
礎
、

　
我
家
の
献
立
づ
く
り
〜
情
報
交
換

　
を
し
て
み
よ
う
〜
、
自
食
に
向
け

　
て

　●

対
象
…
お
お
む
ね
１
歳
か
ら
１
歳

　
６
か
月
ま
で
の
子
ど
も
の
保
護
者

　●

定
員
…
12
人
︵
申
込
み
順
︶

▽
申
込
み
・
問
合
せ
　
健
康
課
母
子

　
保
健
係
︵
直
通
５
５
８
・
５
０
９

　
１
︶

　
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン

タ
ー
は
、
地
域
の
中
で
助
け
合
い
な

が
ら
子
育
て
の
援
助
活
動
を
す
る
会

員
組
織
で
す
。

▽
日
時
　
８
月
24
日
㈪
　
午
前
10
時

　
30
分
〜
11
時
30
分
︵
10
時
20
分
か

　
ら
受
付
︶

▽
場
所
　
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ

　
ー
相
談
室
︵
市
役
所
別
館
１
階
︶

▽
対
象
　
市
内
在
住
で
、
地
域
に
お

　
け
る
子
育
て
支
援
に
関
心
の
あ
る

　
方
。
子
育
て
の
援
助
を
受
け
た
い

　
方

▽
持
ち
物
　
会
員
登
録
す
る
方
は
、

　
は
ん
こ
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ
　
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー

　
ト
・
セ
ン
タ
ー
︵
☎
５
５
０
・
３

　
８
５
５
︶

　
あ
き
る
野
市
と
羽
村
市
の
共
同
開

催
に
よ
る
﹁
大
島
・
子
ど
も
体
験

塾
﹂
を
、
８
月
５
日
か
ら
４
泊
５
日

︵
船
中
１
泊
︶
で
実
施
し
ま
し
た
。

　
大
島
町
で
過
ご
し
た
５
日
間
の
現

地
活
動
を
通
じ
て
学
ん
だ
こ
と
、
感

じ
た
こ
と
、
皆
さ
ん
に
伝
え
た
い
こ

と
な
ど
を
子
ど
も
た
ち
が
ま
と
め
た

壁
新
聞
を
展
示
し
ま
す
。
　

▽
日
時
　
８
月
24
日
㈪
〜
28
日
㈮
　

　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

　
︵
24
日
は
午
前
11
時
か
ら
、
28
日

　
は
午
後
４
時
ま
で
︶

▽
場
所
　
中
央
公
民
館

▽
内
容
　
﹁
大
島
・
子
ど
も
体
験

　
塾
﹂
の
事
後
活
動
で
子
ど
も
た
ち

　
が
班
ご
と
に
協
力
し
合
い
な
が
ら

　
作
成
し
、
発
表
し
た
壁
新
聞
の
展

　
示

▽
問
合
せ
　
生
涯
学
習
ス
ポ
ー
ツ
課

　
生
涯
学
習
係
︵
直
通
５
５
８
・
２

　
４
３
８
︶

▽
日
時
　
８
月
29
日
㈯
〜
10
月
５
日

　
㈪
　
午
前
10
時
〜
午
後
４
時
︵
火

　
曜
・
水
曜
日
、
祝
日
は
休
館
。９
月

　
９
日
㈬
は
午
後
９
時
ま
で
開
館
︶

▽
場
所
　
二
宮
考
古
館

▽
内
容
　
あ
き
る
野
市
に
ゆ
か
り
の

　
あ
る
人
や
周
辺
の
観
光
情
報
を
紹

　
介
し
ま
す
。

▽
問
合
せ
　
二
宮
考
古
館
︵
☎
５
５

　
９
・
８
４
０
０
︶

▽
日
時
　
９
月
７
日
・
14
日
の
月
曜

　
日
　
午
後
１
時
〜
２
時
30
分

▽
場
所
　
い
き
い
き
セ
ン
タ
ー

▽
講
師
　
後
藤
ま
す
み
さ
ん
、
白
梼

　
山
町
子
さ
ん
︵
水
泳
イ
ン
ス
ト
ラ

　
ク
タ
ー
︶

▽
対
象
　
市
内
在
住
・
在
勤
の
20
歳

　
以
上
の
方

▽
定
員
　
25
人
︵
抽
選
︶

▽
費
用
　
４
４
０
円
︵
施
設
使
用
料
︶

※
65
歳
以
上
で
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
カ
ー

　
ド
を
お
持
ち
の
方
は
半
額

▽
申
込
み
方
法
　
８
月
24
日
㈪
ま
で

　
に
電
話
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

（５）　平成27年（2015年）８月15日 あきる野市役所　☎（042）558－1111（代）

楽
器
で
遊
ぼ
う

市民解説員による楽しい
　　昔ばなし・語りとミニコンサート

リ
ズ
ム
d
e
あ
そ
ぼ
う
！

ヨ
ル
イ
チ
開
催
に
伴
い
、

五
日
市
郷
土
館
の
開
館
時
間
を

　
　
　
　
　
　
　
延
長
し
ま
す

初
め
て
の

　
赤
ち
ゃ
ん
と
の
か
か
わ
り

水
中
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
講
習
会

に
こ
に
こ
離
乳
食
教
室

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

　
　
　
セ
ン
タ
ー
事
業
説
明
会

二
宮
考
古
館
特
別
展

　
あ
き
る
野
市
ゆ
か
り
の
人

「
大
島
・
子
ど
も
体
験
塾
」

　
　
　
　
　
　
壁
新
聞
展
示
会

子
育
て
講
座

ヨ

ル

イ

チ

関

連

事

業

い
き
い
き
セ
ン
タ
ー

申
込
み
・
問
合
せ

☎
５
５
８
・
３
３
４
４

くらしの知恵袋くらしの知恵袋くらしの知恵袋 〜消費生活相談情報〜

賃貸住宅退去時のトラブルに注意！

　引越しの前になると、賃貸住宅退

去時の敷金返還と原状回復費用の負

担をめぐる苦情相談が寄せられま

す。　

○敷金　家賃の不払いや建物の破損

　などの借主の債務を担保する目的

　で、契約時に貸主に預け入れる金

　銭です。退去時に債務がない場合

　や余剰金がある場合、借主に返還

　されます。

○原状回復　退去時に、借主の故

　意・過失や通常の利用方法に反す

　る使用など、借主の責任によって

　生じた損耗や傷などを復旧するこ

　とです。経年変化や通常使用によ

　る損耗分は負担する必要はありま

　せん。

※退去時の原状回復の費用負担など

　については、国土交通省と東京都

　がガイドラインを作成し、一般的

　な基準を示しています。貸主から

　現状回復費用を請求されたが金額

　に納得できないなどの場合は、こ

　れらのガイドラインを活用してく

　ださい。

○トラブル防止のために

　●賃貸住宅の契約時には、契約内容

　をよく確認し、退去時の原状回復

　の内容、条件などを十分理解した

　上で契約をしましょう。また、不

　利な特約がある場合には、納得で

　きない旨を伝えて特約の変更を求

　めましょう。

　●入居中は住宅の保管、手入れは十

　分行い、退去時には全て搬出し、

　清掃の上、明け渡しましょう。

　●入居・退去時に貸主・借主双方が

　立ち会い、部屋の状況を確認し

　て、チェックリストを作成した

　り、現状写真を撮っておくなどし

　ましょう。

○あきる野市消費生活相談窓口　契

　約に関するトラブルや悪質商法な

　ど、消費生活に関して困ったとき

　は、一人で悩まずに気軽にご相談

　ください。電話でも相談にお答え

　します。

　●開設日時…毎週月曜・木曜日　午

　前９時〜午後４時（正午〜午後１

　時を除く）

※予約の必要はありません。

　●場所…市役所１階市民相談室

※月曜・木曜日以外でお急ぎのとき

　は、東京都消費生活総合センター

　にご相談ください。

○東京都消費生活総合センター

　●開設日時…毎週月曜日〜土曜日　

　午前９時〜午後５時

　●消費生活相談…☎０３−３２３５

　−１１５５

※多重債務相談も受け付けていま

　す。

問
合
せ
　
五
日
市
郷
土
館
（
☎
５
９

６
・
４
０
６
９
）


